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はじめに 

我が国の国民生活や社会経済活動の基盤である「インフラ」は、高度経済成長期以降、集中

的に整備され、今後、老朽化の割合が加速度的に増加するといわれています。 

これらインフラの老朽化に適切に対応するため、国は、平成２５年１１月に、国や地方公共団体、

その他民間企業等が管理するあらゆるインフラを対象とした「インフラ長寿命化基本計画」を策

定し、インフラの戦略的な維持管理・更新等を推進することとしました。 

各インフラを管理・所管する者は、この基本計画に基づき、インフラの維持管理・更新等を着実

に推進するための中期的な取組みの方向性を明らかにする「インフラ長寿命化計画（行動計

画）」を策定することとされています。 

国（総務省）は地方公共団体における取組みを推進するため、行動計画として位置付ける

「公共施設等総合管理計画」の策定を全ての地方公共団体に要請しました。 

本県では、県庁舎や合同庁舎、健康福祉センター、土木事務所等の庁舎、博物館、図書館等

県民の利用を目的とする施設、高等学校、警察署、県営住宅、職員住宅、病院等の建物のほか、

道路や河川等の土木施設、農業水利施設や治山施設等の農林漁業施設、公営企業が管理す

る水道施設等、多種多様な公共施設等を保有・管理し、これを活用して様々な行政サービスを

県民に提供しています。 

行政サービスを将来にわたり適切に提供し続けるためには、公共施設等の老朽化や利用状

況等の実態のほか、人口の推移や財政状況等の取り巻く環境について、現状や課題を適切に

把握・分析し、これを踏まえて、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を行い、機能を十分に

発揮させることが必要です。 

このため、「福井県公共施設等総合管理計画」を策定し、長期的な視点による更新・統廃合・

長寿命化等を計画的に実施し、財政負担の軽減・平準化と公共施設等の最適な配置の実現に

努めます。 

なお、本計画は、平成２７年度に策定した第１期計画の成果と課題を踏まえ、今後の公共施設

等の老朽化や人口減少、財政状況の変化等、より一層厳しさを増す社会環境に適切に対応す

るため、第２期計画として改訂を行うものです。これにより、行政サービスの持続的な提供と公共

施設等の効率的・効果的な管理を一層推進していきます。 

 

●公共施設等総合管理計画の位置づけ 
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Ⅰ 計画の目的、対象施設、期間 

１ 計画の目的 

本計画は、本県が保有する公共施設等の維持管理・更新等を着実に推進するために、その老

朽化状況や利用状況を把握し、これを踏まえた適切な管理を通して、行政サービスの水準の確

保および今後の財政負担の軽減・平準化を図ることを目的としています。 

２ 計画の対象施設 

庁舎、学校等の建物のほか、道路橋梁、農業水利施設等のインフラ施設、病院、水道事業等

の公営企業に係る施設等、本県が保有する全ての公共施設等を対象とします。 

 

 

 

 

 

３ 計画期間 

令和８年度から令和１７年度までの１０年間を計画期間とします。 

なお、計画期間中であっても、社会情勢の変化や本計画の進捗状況等により、内容の修正が

必要となった場合には、適宜見直しを行い、実効性のある計画に改めます。 

  

 以後、本計画では、庁舎や学校等、公有財産台帳に登録のある建物、公営企業で管理

する病院、大学および民間事業者等が整備する施設のうち設置条例に基づく「公の施

設」に位置付けた施設を「公共施設」と呼び、土木施設、農林漁業施設等の「インフラ施

設」と区分します。 
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Ⅱ 現状および今後の見通し 

１ 保有量および老朽化の状況 

（１）公共施設 

本県および公立大学法人が保有する公共施設は、令和７年３月末現在、５０５施設２,８８９棟、

延床面積の合計は、約１６７万㎡となっています。 

 

保有状況の推移 

 

 
 

 

【部局別】 R7.3現在

割合 割合 割合 割合 割合

505 225 44.6% 56 11.1% 213 42.2% 2 0.4% 9 1.8%

(540) (232) (70) (225) (5) (8)

2,889 1,169 40.5% 1,215 42.1% 434 15.0% 12 0.4% 59 2.0%

(2,914) (1,132) (1,285) (430) (15) (52)

1,667,224 730,940 43.8% 627,938 37.7% 121,177 7.3% 110,954 6.7% 76,217 4.6%

(1,656,610) (683,954) (663,341) (125,935) (111,616) (71,764)

　　※(　)は、H27.3現在

施設数

棟数

延床面積（㎡）

総数

一般会計 公営企業会計

知事部局 教育庁 警察本部 病院

公立大学法人

大学

【用途別】 R7.3現在

面積（㎡） 割合

40 245 137,141 8.2%

(48) (256) (143,488)

18 82 159,947 9.6%

(17) (60) (142,203)

39 451 221,891 13.3%

(35) (406) (204,304)

17 149 83,993 5.0%

(18) (135) (67,862)

99 207 46,549 2.8%

(96) (206) (41,357)

213 1,134 649,521 39.0%

(214) (1,063) (599,214)

40 1,105 546,482 32.8%

(43) (1,150) (557,835)

161 336 87,720 5.3%

(160) (317) (85,545)

10 79 133,260 8.0%

(16) (95) (148,798)

70 164 63,071 3.8%

(97) (225) (83,445)

2 12 110,954 6.7%

(2) (12) (110,009)

9 59 76,217 4.6%

(8) (52) (71,764)

505 2,889 1,667,224 100.0%

(540) (2,914) (1,656,610)

　　※(　)は、H27.3現在

大学 県立大学

小　　計

県立学校 高等学校、特別支援学校

警察施設
警察本部庁舎、警察署、

運転者教育センター　等

県営住宅
町屋団地、清水グリーンハイツ、

御幸タウン、北日野団地　等

棟数
延床面積

庁

舎

等

 事務庁舎
県庁舎、議事堂、合同庁舎、

健康福祉センター、土木事務所　等

 産業振興施設・

 博物館・貸館施設

美術館、博物館、サンドーム福井、

産業情報センター、産業会館　等

 その他
概ね１０００㎡未満の施設、

管理者が常駐していない施設　等

公舎・職員住宅 公舎、職員住宅

病院 県立病院、すこやかシルバー病院

合　　計

施設数

 社会教育･研究施設･

 農林水産施設･福祉施設等

こども療育センター、看護専門学校、

青年の家、社会福祉センター　等

 レクリエーション・

 スポーツ施設

運動公園、武道館、健康の森、

自然公園、都市公園　等

用途 主な施設
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老朽化状況の推移 

本県が保有する公共施設のうち、建築後５０年以上を経過している建物の延床面積は、全体

の１８％（約３０万㎡）となっています。 

現在の建物をそのまま保有し続けた場合は、１０年後に３９％、２０年後に６６％の建物が５０年

以上を経過することになり、老朽化への対応は急務となっています。 

 

 
 

 

  

【建築後50年以上経過する建物の割合】

（部局別）

延床面積

計（㎡）

50年超

（㎡）
割合

延床面積

計（㎡）

50年超

（㎡）
割合

50年超

（㎡）
割合

50年超

（㎡）
割合

知事部局 683,954 4,999 1% 730,940 97,444 13% 278,799 38% 470,906 64%

教育庁 663,341 53,520 8% 627,938 182,178 29% 334,741 53% 489,730 78%

警察本部 125,935 322 0% 121,177 13,668 11% 33,698 28% 68,572 57%

病院 111,616 0 0% 110,954 0 0% 0 0% 7,659 7%

公立大学法人 71,764 0 0% 76,217 1,287 2% 3,207 4% 63,655 84%

計 1,656,610 58,841 4% 1,667,224 294,576 18% 650,444 39% 1,100,522 66%

（用途別）

延床面積

計（㎡）

50年超

（㎡）
割合

延床面積

計（㎡）

50年超

（㎡）
割合

50年超

（㎡）
割合

50年超

（㎡）
割合

庁舎等 599,214 3,658 1% 649,521 85,085 13% 218,475 34% 385,107 59%

県立学校 557,835 53,520 10% 546,482 171,172 31% 316,237 58% 457,079 84%

警察施設 85,545 0 0% 87,720 8,193 9% 21,271 24% 47,357 54%

県営住宅 148,798 1,341 1% 133,260 23,364 18% 76,307 57% 101,203 76%

公舎・職員住宅 83,445 322 0% 63,071 5,475 9% 14,948 24% 38,462 61%

病院 110,009 0 0% 110,954 0 0% 0 0% 7,659 7%

大学 71,764 0 0% 76,217 1,287 2% 3,207 4% 63,655 84%

計 1,656,610 58,841 4% 1,667,224 294,576 18% 650,444 39% 1,100,522 66%

20年後

H27.3 R7.3 10年後 20年後

H27.3 R7.3 10年後
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（２）インフラ施設 

県では、地域住民の生活環境の向上、地域経済の活性化や産業振興、自然災害の脅威に対

する県民の安心・安全の確保等を図るため、これまで、道路や河川、農業水利施設、水道施設等

のインフラを積極的に整備し、現在、次のとおり施設を保有しています。 

多くの施設類型において、施設の老朽化が進んでいます。 

 

保有状況の推移 

 

 
  

分類 H27.3 R7.3

橋梁（橋長2ｍ以上） 2,332橋 2,368橋

トンネル 136トンネル 152トンネル

シェッド 139箇所 147箇所

県管理道路（舗装） 2,097.2km （舗装率96％） 2,225.0km （舗装率96％）

大型カルバート 12施設 18施設

門型標識 84基 79基

横断歩道橋 22橋 20橋

県管理河川 24水系、190河川、延長1,234km 24水系、191河川、延長1,235km

排水機場 6箇所（8排水機場） 6箇所（8排水機場）

水門 7施設 6施設

樋門 16施設 9施設

閘門 1施設 1施設

堰 － 1施設

ダム施設 施設数 7ダム 8ダム

砂防施設（砂防堰堤） 2,038基 2,120基

地すべり防止施設 29箇所 29箇所

急傾斜地崩壊防止施設 463箇所 474箇所

雪崩防止施設 7箇所 6箇所

海岸 30海岸 30海岸

護岸・堤防 44.6km 41.6km

突堤 6.5km 6.5km

離岸堤（人工リーフ含） 18.2km 20.6km

施設数 5港湾（重要港湾：1港、地方港湾：4港） 5港湾（重要港湾：1港、地方港湾：4港）

水域施設 49施設 47施設

外郭施設 115施設 111施設

係留施設 109施設 108施設

臨港交通施設 62施設 60施設

空港 1箇所 1箇所

ヘリポート 1箇所 1箇所

都市公園施設 施設数 7公園　1,410施設 7公園　1,422施設

区分

土

木

施

設 砂防関係施設

海岸保全施設

港湾施設

空港施設

河川施設

道路施設
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分類 H27.3 R7.3

用水路 615km 552km

排水路 299km 311km

頭首工 30箇所 35箇所

用水機場 109箇所 111箇所

排水機場 53箇所 55箇所

ダム 3ダム 3ダム

ため池 47箇所 47箇所

農道（舗装） 139km （舗装率100％） 119km （舗装率100％）

橋梁（橋長15ｍ以上） 30橋 26橋

トンネル 6トンネル 6トンネル

治山ダム 5,490基 5,856基

山腹工 594箇所 731箇所

防潮護岸工 7.5km 7.5km

地すべり防止施設 施設数 17箇所 17箇所

海岸 25海岸 25海岸

護岸・堤防 18.9km 18.9km

突堤 3.2km 2.8km

離岸堤（人工リーフ含） 3.9km 4.1km

施設数 7漁港（第4種：1港、第3種：1港、第2種：5港） 7漁港（第4種：1港、第3種：1港、第2種：5港）

外域施設 188施設 188施設

係留施設 159施設 159施設

水域施設 39施設 39施設

輸送施設 62施設 62施設

信号機 1,913基 1,844基

道路標識 72,338基 38,175本

信号柱 7,890本 7,809本

信号灯器 16,753灯 16,610灯

その他 道路標示、交通管制機器　等 道路標示、交通管制機器　等

消防施設 1施設 1施設

浄水場 2箇所 2箇所

ポンプ場等 4箇所 7箇所

管路施設 48.6km 53.4km

浄水場 2箇所 2箇所

ポンプ場等 15箇所 15箇所

管路施設 100.4km 98.9km

処理場 1箇所 1箇所

ポンプ場等 2箇所 2箇所

管路施設 34.0km 36.1km

臨海工業用地等

造成事業施設
公園施設 1公園　119施設 1公園　119施設

処理場 1箇所 1箇所

ポンプ場 6箇所 6箇所

管路施設 74km 74km

九頭竜川流域

下水道事業

施設

公

営

企

業

施

設

区分

漁港施設

コンビナート施設

工業用水道事業

施設

水道用水供給事

業施設

臨海下水道事業

施設

交通安全施設

農

林

漁

業

施

設

農業水利施設

農道施設

治山施設

海岸保全施設



- 7 - 

 

老朽化状況の推移 

 

  

R7.3 10年後 20年後

2,332橋 32% 2,368橋 52% 68% 81%

136トンネル 10% 152トンネル 30% 46% 68%

139箇所 1% 147箇所 5% 44% 76%

12施設 0% 18施設 10% 27% 42%

84基 0% 79基 62% 73% 87%

22橋 1% 20橋 79% 79% 84%

6箇所（8排水機場） 33% 6箇所(8排水機場) 50% 63% 100%

水門 7施設 17% 6施設 0% 33% 33%

樋門 16施設 0% 9施設 0% 56% 78%

閘門 1施設 0% 1施設 0% 0% 0%

堰 － － 1施設 0% 0% 0%

ダム施設 7ダム 13% 8ダム 13% 25% 38%

2,038基 11% 2,120基 26% 40% 56%

29箇所 0% 29箇所 10% 27% 58%

463箇所 0% 474箇所 0% 14% 51%

7箇所 0% 6箇所 0% 0% 0%

25海岸（21.8km） 23% 25海岸（21.8km） 50% 64% 83%

5海岸（22.8km） 7% 5海岸（19.8km） 32% 56% 75%

港湾施設 5港（335施設） 6% 5港（326施設） 28% 46% 65%

空港施設 2港 0% 2港 50% 50% 100%

都市公園施設 7公園 0% 7公園 0% 24% 48%

615km 3% 552km 13% 26% 40%

299km 3% 311km 25% 53% 71%

30箇所 0% 35箇所 8% 11% 20%

109箇所 1% 111箇所 1% 7% 18%

53箇所 0% 55箇所 25% 40% 56%

3ダム 0% 3ダム 0% 33% 100%

47箇所 0% 47箇所 0% 17% 36%

30橋 0% 26橋 15% 35% 77%

6トンネル 0% 6トンネル 17% 17% 83%

5,490基 9% 5,856基 25% 43% 65%

594箇所 11% 731箇所 22% 38% 59%

7.5km 3% 7.5km 54% 81% 96%

13箇所 0% 13箇所 23% 46% 46%

4箇所 0% 4箇所 0% 25% 25%

19海岸（8.2km） 4% 19海岸（8.2km） 32% 47% 63%

6海岸（10.7km） 19% 6海岸（10.7km） 41% 64% 78%

漁港施設 7港（448施設） 10% 7港（448施設） 23% 48% 71%

1,913基 17% 1,844基 13% 51% －

1施設（4基） 0% 1施設（4基） 0% 25% 50%

2箇所 0% 2箇所 0% 100% 100%

4箇所 0% 7箇所 0% 43% 43%

48.6km 0% 53.4km 16% 69% 89%

2箇所 0% 2箇所 0% 0% 50%

15箇所 0% 15箇所 0% 0% 40%

100.4km 0% 98.9km 0% 0% 38%

1箇所 0% 1箇所 0% 0% 100%

2箇所 0% 2箇所 0% 0% 100%

34.0km 0% 36.1km 0% 13% 74%

臨海工業用

地等造成事

業施設

1公園 0% 1公園 0% 0% 100%

1施設 0% 1施設 0% 100% 100%

6箇所 0% 6箇所 0% 17% 83%

74km 0% 74km 0% 29% 81%

　　　※1　建設年度不明の施設数を除いて算出

　　　※2　信号機は更新基準年（19年）を経過する施設の割合

ポンプ場

管路施設

公

営

企

業

施

設

ポンプ場等

管路施設

ポンプ場等

管路施設

処理場

工業用水

道事業施

設

水道用水

供給事業

施設

臨海下水

道事業施

設

九頭竜川

流域下水道

事業施設

コンビナート施設

浄水場

管路施設

土

木

施

設

処理場

交通安全施設

漁　港

信号機（※2）

農村振興局所管

公園施設

ポンプ場等

消防施設

浄水場

海岸保全

施設

急傾斜地崩壊防止施設

雪崩防止施設

砂防関係

施設

砂防施設（砂防堰堤）

地すべり防止施設

区分 施設名

橋梁(橋長2m以上）

トンネル

シェッド

排水機場

河川施設

道路施設

ダム

R7.3

建設後50年以上経過する

施設の割合（※1）

ため池

橋梁(橋長15m以上）

河川管理

施設

施設数

用水路

ダム

排水路

頭首工

用水機場

排水機場

大型カルバート

門型標識

横断歩道橋

H27.3

空港・ヘリポート

都市公園

建設後50

年以上経

過する施設

の割合

（※1）

海岸堤防・護岸(水管理・国土保全局所管)

港　湾

海岸堤防・護岸（港湾局所管）

施設数

農道施設

海岸保全

施設

農

林

漁

業

施

設

農業水利

施設

トンネル

治山ダム

地すべり防

止施設

山腹工

防潮護岸工

林野庁所管
海岸堤防・護岸（農村振興局所管）

海岸堤防・護岸（水産庁所管）

治山施設
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○ 土木施設、農林漁業施設 

県では、道路施設や河川管理施設等の土木施設、農業水利施設や治山施設等の農林漁業

施設を、大量に保有・管理しています。 

現在、建設から５０年以上経過している施設は、道路施設、河川施設、海岸保全施設、空港施

設、治山施設の一部ですが、２０年後には、多くの施設において、５０％を超えることになります。 

急速な老朽化に伴い、補修や更新等の経費の増大が見込まれることから、計画的な補修等

の実施と経費の平準化が必要です。 

（参考）建設年次別橋梁数の推移 

 
 

○ 交通安全施設 

県では、交通事故の抑止および円滑な道路交通の確保のため、信号機、道路標識等の大量

の交通安全施設を保有・管理しています。 

１,８４４基ある信号機のうち、更新基準（１９年）を超過しているものが全体の１３％あり、信号

機を含む全ての施設において、老朽化に伴う機能不全や倒壊・傾斜が発生しないよう、適切な

管理と計画的な更新が必要です。 

○ コンビナート施設 

県では、石油コンビナート等災害防止法に基づき、特別防災区域内における防災体制の整備

および災害応急対策のため、泡消火剤貯蔵タンクを保有・管理しており、今後の老朽化に伴う

機能不全が発生しないよう、適切な管理と計画的な更新が必要です。 
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○ 公営企業施設 

県では、良質な工業用水、水道用水を安定的に供給するため、工業用水道事業、水道用水供

給事業等を実施しており、浄水場、処理場、ポンプ場、管路等の水道施設のほか、管理棟等の建

物を保有・管理しています。 

昭和５０年代に給水を開始した工業用水道事業をはじめとして、各施設は老朽化への対応が

急務となっています。 

また、浄水場、処理場、ポンプ場等に設置されている機械・電気設備（耐用年数：主として１０

～２０年）の更新、水道施設の耐震化等も必要です。 

 

（３）有形固定資産減価償却率の推移 

県では、平成２８年度から統一的な基準による財務書類を作成しています。 

財務書類から得られる指標のうち、資産の老朽化状況を示すものに「有形固定資産減価償

却率」があります。これは資産老朽化比率とも呼ばれ、有形固定資産のうち償却資産の取得価

額等に対する減価償却累計額の割合を算出することにより、耐用年数に対して資産の取得から

どの程度経過しているのかを全体として把握することができます。 

（算定式） 

有形固定資産減価償却率 =  
減価償却累計額

有形固定資産合計−土地等の非償却資産+減価償却累計額
  

 

本県における推移は次のとおりであり、地方公会計の財務書類上でも、老朽化が年々進んで

います。 

H２８ H２９ H３０ R１ R２ R３ R４ R５ 

５８．０％ ５９．１％ ６０．５％ ６１．２％ ６２．８％ ６４．２％ ６５．４％ ６６．６％ 
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２ 本県人口の今後の見通し 

本県の人口は、２０００（平成１２）年の８２．９万人をピークに減少を続けており、２０５０（令和 

３２）年には５７．３万人に減少すると推計されています。 

２０５０（令和３２）年の５７．３万人と２０２０（令和２）年の７６．７万人と比較すると、３０年間で

約２５％減少することになります。 

２０５０（令和３２）年の人口を年齢別にみてみると、２０２０（令和２）年に比べて、年少人口 

（０～１４歳）、生産年齢人口（１５～６４歳）は減少するとされており、少子高齢化の更なる進行が

予測されています。 

こうした人口の減少や年齢別人口の変化は、利用者の減少や利用需要の変化等、公共施設

の利用に影響を及ぼすとともに、県税収入の減少や社会保障費の増大等、財政面への影響も

大きくなると考えられます。 

県では、学びの場や働きやすい職場づくり、新婚世帯への経済的支援の充実等に取り組んで

きた結果、婚姻率や合計特殊出生率はともに全国上位を維持しています。しかし、 親世代の減

少や未婚化等により出生数は減少を続け、今後も自然減拡大の傾向が続くと見込まれます。 

今後、人口の減少や少子高齢化がもたらす変化に適切に対応し、県民への行政サービスの

低下を招かないよう、公共施設等を適切に維持しながら、その機能を確保していくことが必要で

す。 
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出典：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所「都道府県別将来推計人口（令和5(2023)年推計）」
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３ 本県の財政状況 

（１）歳入の状況 

一般会計における

歳入のうち、本県の自

主財源である県税収

入は、過去５年間、１,２

００億円～１,４００億円

で推移しており、法人

業績が堅調であること

等により増加傾向にあ

ります。 

しかし、将来的には、

人口減少や少子高齢

化を要因とした税収の

減少が懸念され、公共

施設の更新等、新たな財政負担は困難な状況が予想されます。 

（２）歳出の状況 

事務事業の見直し

や組織の統廃合、アウ

トソーシング等を進め、

人件費を抑制していま

す。投資的経費につい

ては、減少傾向にあり

ましたが、防災・減災、

国土強靭化の公共事

業の増により、近年で

は増加傾向となってい

ます。行政的経費につ

いては、社会保障関係

費や物価高等による

物件費の増により、増加傾向となっています。 

今後、北陸新幹線の建設費負担や、中部縦貫自動車道の整備等に加え、高齢化の進展に伴

う社会保障関係費の増大が見込まれ、厳しい財政状況が続くものと考えられます。 

なお、令和６年度末の県債の残高は７,８８６億円、うち後年度に償還金相当額の全額が交付

税措置される臨時財政対策債を除いた通常の県債の残高は５,７３１億円となっています。県の

行財政改革アクションプラン２０２４で設定している目標値は達成しており、今後も歳入の確保や

歳出の合理化を進め、適切な財政運営に努めます。 
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４ 維持管理・更新等経費の見通し 

本計画の初年度（令和８年度）を起点とした向こう３０年間の中長期的な維持管理・更新等

に係る経費の見込みについて、個別施設計画ごとに試算を行いました。 

※試算条件は、施設の特性に応じて個別施設計画ごとに設定しましたが、いずれの施設においても個別施設
計画策定時点で県が保有していた施設の維持管理・更新等に係る経費を試算したものであり、今回の見
直し時点以降に施設を新規整備する経費や、新規整備した施設が今後要することとなる経費については試
算に含まれていません。 

 

 
  

【令和8年度から30年間】

（単位：億円）

合計

Ｄ Ｆ

Ａ Ｂ Ｃ (A+B+C) Ｅ (D-E) Ｇ

普通会計 建築物(a) 2,500 2,665 755 5,920 0.93 5,483 8,524 △ 2,604 4,901

インフラ施設(b) 3,055 572 1,053 4,680 0.59 2,757 8,570 △ 3,890 3,702

計(a+b) 5,554 3,237 1,808 10,599 0.78 8,239 17,094 △ 6,495 8,603

企業会計 建築物(c) 609 44 93 745 0.08 57 752 △ 7 833

インフラ施設(d) 572 312 867 1,751 0.00 0 2,341 △ 590 1,277

計(c+d) 1,180 356 960 2,497 0.02 57 3,093 △ 596 2,110

建築物計(a+c) 3,108 2,709 848 6,665 0.83 5,540 9,276 △ 2,611 5,733

年平均 104 90 28 222 0.83 185 309 △ 87 191

インフラ施設計(b+d) 3,626 884 1,920 6,431 0.43 2,757 10,911 △ 4,480 4,979

年平均 121 29 64 214 0.43 92 364 △ 150 166

合計(a+b+c+d) 6,734 3,593 2,768 13,096 0.63 8,297 20,187 △ 7,091 10,712

年平均 224 120 92 437 0.63 277 673 △ 236 357

　※1　国庫等の申請見込み、料金収入等の歳入見込みを控除するなどし、Ｄのうち県で負担を要する額（一般財源＋県債）を算出

　※2　直近2年間の執行実績（R5～R6)より算出

効果額
長寿命化対策

維持管理

･修繕
改修 更新等

県費率
県費

所要額

今後30年間の公共施設等の維持管理・更新等に係る経費の見込み

耐用年数

経過時に

単純更新

財源見込み(※1)

現在経費

(※2)
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（１）公共施設 

①現在要している維持管理経費 

令和５年度から令和６年度までの直近２年間に、公共施設の機能維持および施設改修等の

ために実際に支出された金額は、年平均約１９１億円でした。 

②耐用年数経過時に単純更新した場合の見込み 

現在保有する公共施設の規模を維持したまま、施設類型ごとに定める耐用年数経過時に単

純更新した場合の経費を試算すると、令和８年度以降、向こう３０年間で約９，２７６億円、年平均

約３０９億円となります。 

③長寿命化対策を反映した場合の見込み 

現在保有する公共施設の規模を維持したまま、施設類型ごとに定める長寿命化改修を実施

しながら施設の使用年数を延長した場合の経費を試算すると、令和８年度以降、向こう３０年間

で約６，６６５億円、年平均約２２２億円となります。 

④対策の効果額 

②、③を比較すると、令和８年度以降、向こう３０年間で約２，６１１億円、年平均約８７億円の

経費の削減が見込まれます。 

一方、①現在予算措置されている維持管理経費は、③による長寿命化対策を反映させても、

これを下回る状況となっています。長寿命化改修を計画的に実施するとともに、施設の集約化や

規模縮小、転用、廃止等により施設総量を縮減することも必要と考えられます。 

なお、病院施設の建替えについては含まれていないので、その時期等について今後検討しま

す。 
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（２）インフラ施設 

①現在要している維持管理経費 

令和５年度から令和６年度までの直近２年間に、インフラ施設の機能維持および施設改修等

のために実際に支出された金額は、年平均約１６６億円でした。 

②耐用年数経過時に単純更新した場合の見込み 

施設類型ごとに耐用年数経過時に単純更新した場合の経費を試算し、積み上げた場合、令

和８年度以降、向こう３０年間で約１０，９１１億円、年平均約３６４億円となります。 

③長寿命化対策を反映した場合の見込み 

既に策定された個別施設計画に基づいた長寿命化対策を実施していく場合の経費を試算し、

積み上げた場合、令和８年度以降、向こう３０年間で約６，４３１億円、年平均約２１４億円となりま

す。 

④対策の効果額 

②、③を比較すると、令和８年度以降、向こう３０年間で約４，４８０億円、年平均約１５０億円の

経費の削減が見込まれます。 

一方、①現在予算措置されている維持管理経費は、③による長寿命化対策を反映させても、

これを下回っていることから、計画的に施設の修繕・更新を行うとともに、経費の平準化やより効

率的な工事の実施に努める、新技術を活用する等により経費の節減を図っていく必要があると

考えられます。 
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５ 第１期計画（平成２８年度～令和７年度）の総括 

本県では、第１期計画に基づき、県有施設の適正な維持管理等の取組みを進めてきました。

その結果、一定の成果が得られた一方で、今後の施設管理に向けて解決すべき課題も明らかと

なりました。第１期計画における主な成果と課題は次のとおりです。 

 

（１）公共施設 

①成果 

⚫ 老朽化した施設の機能を移転し、建物の解体や売却を行い、教育研究所や幾久団地、木

田職員住宅等、５５件・延床面積５８,９８７㎡を削減 

⚫ 維持管理・修繕等の経費について、令和元年度と令和２年度の平均１１８億円に対して、

令和５年度と令和６年度の平均は１９１億円と増額し、長寿命化対策を推進 

⚫ 一乗谷朝倉氏遺跡博物館への耐久性の高い外壁導入や、県立高校改修時に高性能の

断熱材導入等、ライフサイクルコストの縮減を実施 

⚫ 災害時に拠点となる建築物や不特定多数が利用する建築物について、耐震化を実施 

⚫ 障がい者トイレや点字ブロック、オストメイト等を整備 

⚫ 博物館において、車いす利用者にも見やすい高さに展示ケース等を設置、段差のない動

線を確保 

②課題 

⚫ この１０年間で施設保有量が増加。今後、多くの施設が建替え時期を迎えるため、施設保

有量の更なる適正化が必要 

⚫ 施設を所有するだけではなく、施設を活用した稼ぐ取組みが必要 

⚫ 長寿命化改修を計画的に実施するため、実効性を高める方策が必要 

⚫ ライフサイクルコストの縮減を考慮した施設の改修等、コストを減らす取組みが必要 

⚫ 施設のデータを一元的に管理するとともに、長寿命化改修を推進する体制の強化が必要 

 

（２）インフラ施設 

①成果 

⚫ 橋梁、トンネル、シェッド等、全施設で２９本の長寿命化計画を策定済み。実効性のある計

画となるよう適宜見直しを実施 

⚫ 日常的なパトロールのほか、定期点検を実施し、施設の状態を適切に把握。早期の修繕

対応が可能となり、事故防止に寄与 

⚫ 点検結果や施設の重要度に基づき、優先順位を設定し、計画的に修繕・更新を実施 

⚫ 橋梁の修繕工事の完了率について、福井県は約４割と全国平均の３５％を上回る。 

⚫ 長寿命化計画に基づく適正な維持管理の実施により、施設の機能や安全が確保できる

水準を維持 

⚫ ドローンなど国土交通省の新技術情報提供システム（NETIS）登録技術等を活用し、点

検・診断、修繕・更新等の高度化、省力化を実施 

⚫ 台帳整備や情報システム（社会インフラ管理プラットフォーム、水土里情報システム、交通

規制情報管理システム等）導入により、履歴管理や情報共有を推進 
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⚫ 国、県、市町が連携し、会議体を設置し、講習会を開催する等、技術力向上を図る取組み

を実施 

 

②課題 

⚫ 新技術は実績が少なく採用を控える場合がある。メンテナンスの高度化、省力化等につ

ながる新技術の更なる活用が必要 

⚫ 台帳の情報システムが充分な機能を有しておらず、データの利活用ができない。台帳デ

ータの利活用に向けた情報システムの機能拡充が必要 

⚫ 埼玉県八潮市の道路陥没等、インフラ施設の老朽化が進行しており、市町等と連携した

効率的、効果的な維持管理が必要 
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Ⅲ 総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 

１ 現状や課題に関する基本認識 

「Ⅱ 現状および今後の見通し」で述べたとおり、本県が保有する公共施設等は、今後、更新

等の検討対象となる施設が大量に発生し、これに対応するためには、多大な経費が必要となり

ます。 

また、人口減少やこれとともに進行する少子高齢化は、公共施設等の利用ニーズに大きな変

化をもたらし、県税収入の減少や低利用施設の発生を招くことが予想されます。 

これらは、本県の財政運営に大きな影響を及ぼす要因となることが明らかであり、将来にわた

り適切な行政サービスを提供していくためには、公共施設等の維持管理・更新等に係る財政負

担を軽減していくことが必要です。 

公共施設については、現時点では適正な規模が確保されているとしても、今後厳しい財政状

況が見込まれる中で、現在と同規模の施設を維持し続けることは困難です。 

また、将来、人口が減少すると推測されている状況からも、現在と同規模の施設を保有し続け

る必要性は低下していくものと考えられます。 

限られた財源の中で、行政サービスの水準を落とさず提供し続けるためには、保有し続ける

必要のある施設を見極め、これらについて、長く、大切に、効率的に使用し、修繕や建替え等の

経費の集中を抑制しながら、財政負担を軽減していくことが求められます。 

一方、インフラ施設は、地域経済の活性化や地域住民の生活の向上に大きく寄与するととも

に、頻発する自然災害から県民の生命・財産を守るという重大な役割を担っています。 

今後予想される厳しい財政状況においても、こうした役割を継続して発揮するためには、保有

する施設の長期使用を可能とする効果的な維持管理と計画的な更新が必要です。 

なお、財政負担の軽減にあたっては、民間の資金や技術・ノウハウの活用についても検討して

いく必要があります。 
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２ 管理に関する基本的な考え方 

（１）公共施設 

① 全体的な考え方 

（方針１）施設保有量の適正化と有効活用 

（ⅰ）延床面積の抑制 

１０年後（令和１７年度）における延床面積は、原則として、令和６年度末時点の延床面積を

上限とし、それ以下となるよう抑制することを基本とします。 

事務庁舎については、施設の改修、建替えにあわせ、劣化状況や利用状況等を踏まえ、部局

や自治体の枠を越えた他施設との集約化・複合化、施設のダウンサイジング等による延床面積

の削減を検討します。 

今後の調査を踏まえ、長期使用が困難な施設や今後の利用が少ない施設については、行政

サービスの低下を招かないよう、施設ごとに地元関係者と十分に協議し、廃止や集約化等の方

向性を決定したものから順次、個別施設計画に反映します。 

（ⅱ）既存施設の有効活用と効率的な施設整備の検討 

令和７年３月に設置した県・市町担当課長で構成する「公共施設の集約化・複合化に関する

勉強会」等を通じて、市町等との協働・連携を強化し、施設の建築や改修を進める際には、民間

事業者や国、市町が保有する既存施設の有効活用を図ります。 

PPP や PFI 等の公民連携手法を活用し、財政負担の軽減と効率的な施設整備の実現に向

けた検討を行います。 

（ⅲ）県有財産の活用による歳入の確保 

財産を保有するだけではなく、財産を活用した稼ぐ取組みを推進するため、県有施設を活用

したネーミングライツや広告掲出、施設利用料の改定により、歳入の確保に努めます。 

施設の統廃合等により生じた未利用資産等については、県内部、国、所在市町に活用の要望

を速やかに確認するとともに、なお活用が見込まれない場合は、売却や貸付を行うことで、資産

の有効活用を早期に図るとともに歳入の確保に努めます。 

なお、売却や貸付にあたっては、民間事業者へ公有財産売却業務を委託する等、民間事業者

の持つ専門的なノウハウの活用を検討します。 

≪未利用資産等の売却・貸付手続きの流れ≫ 

  

↓ ↓

活用の要望あり

↓ ↓

県で活用

↓ ↓

活用の要望なし 活用の要望あり

↓ ↓

一般競争入札で売却
市町・国に対し随意契

約で売却・貸付

庁内各課に照会（県での活用）

活用の要望なし

所在市町・国に照会（市町・国での活用）
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（方針２）長寿命化対策の推進 ～８０年使用を目標に～ 

従来は、老朽化の進行に対して特段の手段を講じないまま、建築後４０～５０年で建物を取り

壊していましたが、今後は、建物の状態が良好な施設については、予防的な修繕等を実施して

老朽化の進行を遅らせるとともに、用途の変更にも対応しながら、８０年程度の使用を目標に適

切な維持管理に努めます。 

（ⅰ）点検・診断の充実 

≪日常点検の充実≫ 

日常的な点検は、施設の不具合を早期に発見し、良好な状態を保つために必要であり、長寿

命化を図っていく上では、各施設に応じた点検手法に基づく点検の実施を充実させていく必要

があります。 

このため、標準的な点検マニュアルに基づいて点検を行い、異常・不具合の早期発見につな

げます。 

≪定期点検の確実な実施≫ 

一定の用途・規模を満たす施設については、建築基準法第１２条第２項および第４項の規定

に基づき、建築物については３年以内ごと、建築設備等については１年以内ごとに定期点検を

行い、正常な状態の保持に努めており、引き続き、確実な点検実施による不具合の早期発見、

是正に努めます。 

≪詳細診断の実施≫ 

施設の長寿命化を効果的に進めるためには、通常の点検では把握困難な躯体の劣化状況

等を確認し、構造上、長寿命化対策の効果が期待できる建物か否かを判断することも必要です。 

このため、劣化状況を把握するための詳細な診断・調査を実施します。 

（ⅱ）適切な修繕・更新等の実施 

≪事後保全から予防保全への転換≫ 

公共施設の修繕は、これまで、故障や損傷等の不具合が発生してから直すといった事後的な

対応が主であったことから、予期せぬ財政負担の発生や施設の一時利用停止等のサービス低

下を招く恐れがありました。 

今後は、不具合が発生する前に、予防的な修繕、計画的な更新等を行い、施設の長期的かつ

継続的な機能の発揮に努め、ライフサイクルコストの縮減、経費の平準化を図ります。 

なお、構造的に長期使用できない施設、利用需要が少なく施設機能を廃止しても影響がない

施設、小規模で予防保全の効果が期待できない施設等については、最低限必要な事後的な対

応にとどめ、経費の抑制を図ります。 
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≪長寿命化改修の計画的な実施≫ 

長期間にわたり施設を良好な状態に保つためには、適時適切に修繕等を実施し、建物の性

能低下を抑制することが必要です。 

このため、老朽化の進行状況等から長寿命化改修の優先順位付けを行い、建築から４０年程

度を目安に、老朽化した施設の長寿命化改修を計画的に実施し、施設機能の継続発揮を目指

します。 

なお、長寿命化改修や更新の実効性を高めるため、基金を設置します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（方針３）維持管理費の最適化 

維持管理・更新等経費の試算結果から、今後、今まで以上に経費が見込まれることとなりま

す。しかしながら、厳しい財政状況の中、これらの経費を全て負担していくことは財政的に困難で

あることから、試算結果の精緻化を進め、コストの縮減に努めるとともに、国庫補助や、国の財源

措置のある地方債を活用することで、財政に関する目標を維持しながら将来負担の軽減に努め

ます。 

また、これまで、省エネルギー設備機器の導入、冷暖房の基準温度の設定等により、エネルギ

ー使用量の削減を図り、清掃・警備等の業務委託に関しては、一般競争入札による価格競争や

一括発注等を行い、維持管理費の節減に努めてきました。 

今後、施設の建築、改修、建替えにあたっては、「環境基本計画」（令和５年３月改訂）に基づ

き、更なる省エネルギー設備機器の導入やＬＥＤ照明の設置等により、カーボンニュートラルを推

進します。 

なお、長寿命化改修等にあたっては、設計の段階から熱波対策等も踏まえたライフサイクルコ

スト※の縮減やメンテナンスのしやすさを考慮し、施設の建築、改修、建替えを実施します。 

※建設コスト、使用期間中コスト、使用終了時コストの総計 

 

 

 

 

 

 

 ≪ライフサイクルコストのイメージ図≫ 
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（方針４）安全の確保 

公共施設を適切に管理し、利用者等の安全を確保することは、施設を管理する者の重大な責

務であり、安全上問題となる不具合が発生・発見された場合には、施設の利用停止や利用者へ

の注意喚起を行うとともに、早期に不具合の解消を図ります。 

また、県では、福井県建築物耐震改修促進計画を策定し、大規模地震による被害の軽減、施

設利用者の安全確保のため、住宅および特定建築物の耐震化を進めています。 

県有建築物については、概ね耐震化が図られていますが、一部の施設について耐震性が不

十分なものもあることから、引き続き、計画的に耐震改修等を進めます。 

なお、施設機能の廃止等により建物を除却することとなった場合には、倒壊による事故防止や

防犯上の観点から、速やかな対応に努めます。 

（方針５）ユニバーサルデザイン化の推進 

「ユニバーサルデザイン２０２０行動計画」（平成２９年２月２０日関係閣僚会議決定）における

ユニバーサルデザインの街づくりの考え方を踏まえ、「障害のある人もない人も幸せに暮らせる

福井県共生社会条例」（平成３０年４月１日施行）、「福井県障がい者福祉計画」（令和５年３月

改訂）等に基づき、公共施設等を誰もが安全に安心して利用できるよう、ユニバーサルデザイン

の視点を取り入れた整備や改修等を必要に応じて進めます。 

（方針６）マネジメント体制の強化 

公共施設を効果的にマネジメントしていくためには、施設の現状を適切に把握する必要があ

ることから、公共施設の基本情報や維持管理費、利用状況、修繕履歴等のデータを庁内で共有、

一元的に管理（システム化も検討）し、施設の現状分析や効率的な運営に活用します。 

また、公共施設の建築、改修、建替えにあたっては、担当部局と公共施設マネジメント担当課

の間で事前協議を行い、本計画との整合性を検証するとともに、整備内容の最適化に努めます。 

 

  

公共施設に関する長寿命化計画策定状況

対象 策定年度 計画期間 計画の概要

庁舎等
R1

R7改訂
R8～R17

・施設保有量の適正化

・長寿命化対策の推進(80年程度)

警察施設
R1

R7改訂
R8～R17

・施設総量の適正化

・施設の長寿命化

県立学校 R1 R1～R10
・長寿命化の推進

・学校に求められる機能・性能の確保

県営住宅
H22

R3改訂
R4～R13 ・長寿命化の推進

公舎・

職員住宅

H30

R7改訂
R8～R17

・既存施設の有効活用

・長寿命化の推進

病院
R1

R7改訂
R8～R17

・設備等の計画的な更新

・ユニバーサルデザイン化の推進

大学
R3

R6改訂
R7～R12

・既存施設の有効活用

・長寿命化対策の推進
福井県立大学長寿命化計画

計画名称

福井県県有施設長寿命化計画（庁舎編）

福井県県有施設長寿命化計画（警察施設編）

福井県　学校施設の長寿命化計画

福井県公営住宅等長寿命化計画

福井県県有施設長寿命化計画（公舎・職員住宅編）

福井県県有施設長寿命化計画（病院編）
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② 施設類型ごとの考え方 

公共施設については、施設の種類、用途、対象者等により、管理に関する考え方、方法が異な

る場合もあり、「庁舎等」、「県立学校（高等学校、特別支援学校）」、「警察施設（警察署、運転

者教育センター等）」、「県営住宅」、「公舎・職員住宅」、「病院」、「大学」に区分し、それぞれに

ついて主な考え方を次に示します。 

 庁舎等  

１）施設保有量の適正化と有効活用 

⚫ １０年後（令和１７年度）における延床面積は、原則として、令和６年度末時点の延床面積

を上限とし、それ以下となるよう抑制することを基本とします。 

⚫ 事務庁舎については、部局や自治体の枠を越えた他施設との集約化・複合化、施設のダ

ウンサイジング等による延床面積の削減を検討します。 

⚫ 施設の建築・建替えにあたっては、民間や国、市町も含めた既存施設の有効活用を図る

とともに、PPP/PFI 等による効率的な施設整備を検討します。 

⚫ ネーミングライツや広告掲出、施設利用料の改定により、歳入の確保に努めます。 

２）長寿命化対策の推進 

⚫ 長寿命化を図り、建替え時期の延伸、経費の平準化を行います。 

⚫ 建物性能が良好な施設については、適切な点検の実施と予防保全型維持管理の実施、

長寿命化仕様設備への更新等を行い、８０年程度の使用を目指します。 

⚫ 長寿命化改修を計画的に実施し、施設機能の継続発揮を目指します。 

３）維持管理費の最適化 

⚫ 省エネルギー設備機器の導入やＬＥＤ照明の設置等により、カーボンニュートラルを推進

します。 

⚫ 設計の段階から熱波対策等も踏まえたライフサイクルコストの縮減やメンテナンスのしや

すさを考慮し、施設の建築、改修、建替えを実施します。 

４）安全の確保 

⚫ 老朽化により安全性に問題がある施設は、利用停止等の措置を講じます。 

⚫ 耐震性が確保されていない施設は、耐震改修または建替え、除却を検討します。 

⚫ 供用を廃止し、利活用の予定がない施設は、速やかに除却等を行い、倒壊による事故や

防犯上の危険を未然に防ぎます。 

５）ユニバーサルデザイン化の推進 

⚫ 施設の改修においては、誰もが安全に安心して利用できるよう、ユニバーサルデザインの

視点を取り入れた施設整備に努めます。 
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 県立学校  

令和２年１月に策定した「福井県学校施設の長寿命化計画」に基づき、学校施設の中長期

的な維持管理等にかかるライフサイクルコストの縮減および予算の平準化を図りつつ、学校施

設に求められる機能・性能の確保に取り組みます。 

１）施設保有量の適正化と有効活用 

⚫ 少子高齢化の進展による生徒数の減少を適切に把握し、高等学校の規模と配置の最適

化を図ります。 

⚫ 空き教室、空き教棟の発生、統廃合に伴う廃校の際には、他の用途への転用等、学校施

設の有効活用について検討します。 

⚫ 施設の建築・建替えにあたっては、既存施設の有効活用を図るなど効率的な施設整備を

検討します。 

⚫ １０年後（令和１７年度）における延床面積は、原則として、令和６年度末時点の延床面積

を上限とし、それ以下となるよう抑制することを基本とします。 

２）長寿命化対策の推進 

⚫ 長寿命化を図り、建替え時期の延伸、経費の平準化を行います。 

⚫ 建物性能が良好なものについては、適切な点検の実施と予防保全型維持管理の実施、

長寿命化仕様設備への更新等により、８０年程度の使用を目指します。 

⚫ 長期使用が可能な建物については、機能向上とあわせたリノベーション工事を実施し、教

育環境の向上に努めます。 

３）維持管理費の最適化 

⚫ リノベーション工事の際には、断熱性能の向上や高効率照明・空調の導入等、省エネル

ギー化を意識した改修を行い、維持管理費の縮減に努めます。 

⚫ 設計の段階から熱波対策等も踏まえたライフサイクルコストの縮減やメンテナンスのしや

すさを考慮し、施設の建築、改修、建替えを実施します。 

４）安全の確保 

⚫ 未利用、廃校等により、他用途への転用も含め、今後の活用が見込めない建物について

は、安全上、防犯上の観点から、速やかに除却を行います。 

５）ユニバーサルデザイン化の推進 

⚫ 施設の改修においては、誰もが安全に安心して利用できるよう、ユニバーサルデザインの

視点を取り入れた施設整備に努めます。 
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 警察施設  

長寿命化による既存ストックの有効活用を図る一方、機能面に問題がある施設については、

建替えや耐震補強等を十分検討したうえで、優先順位の高いものから計画的に整備し、警察機

能の継続発揮に努めます。 

１）施設保有量の適正化と有効活用 

⚫ １０年後（令和１７年度）における延床面積は、原則として、令和６年度末時点の延床面積

を上限とし、それ以下となるよう抑制することを基本とします。 

⚫ 警察機能の強化に資するため、狭隘で機能性に欠ける施設の規模の適正化を目指しま

す。 

⚫ 施設の建築・建替えにあたっては、民間や国、市町も含めた既存施設の有効活用を図る

とともに、PPP/PFI 等による効率的な施設整備を検討します。 

⚫ 広告掲出や施設利用料の改定により、歳入の確保に努めます。 

２）長寿命化対策の推進 

⚫ 長寿命化を図り、建替え時期の延伸、経費の平準化を行います。 

⚫ 建物性能が良好な施設については、適切な点検の実施と予防保全型維持管理の実施、

長寿命化仕様設備への更新等を行い、８０年程度の使用を目指します。 

⚫ 長寿命化改修を計画的に実施し、施設機能の継続発揮を目指します。 

３）維持管理費の最適化 

⚫ 省エネルギー設備機器の導入やＬＥＤ照明の設置等により、カーボンニュートラルを推進

します。 

⚫ 設計の段階から熱波対策等も踏まえたライフサイクルコストの縮減やメンテナンスのしや

すさを考慮し、施設の建築、改修、建替えを実施します。 

４）安全の確保 

⚫ 耐震性が確保されていない施設は、早期の建替え、耐震補強等を検討します。 

５）ユニバーサルデザイン化の推進 

⚫ 施設の改修においては、誰もが安全に安心して利用できるよう、ユニバーサルデザインの

視点を取り入れた施設整備に努めます。 
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 県営住宅  

令和３年度に改定した「公営住宅等長寿命化計画」に基づき、安全で快適な住まいを確保し

ていくため、計画的に、長寿命化型改善（外壁改修、屋上防水、給排水設備改修等）を実施して

います。 

１）施設保有量の適正化と有効活用 

⚫ 建物の健全度、入居の実態等を踏まえ、存廃等について検討を行い、必要戸数の適正化

を図ります。 

２）長寿命化対策の推進 

⚫ 建物性能が良好なものについては、適切な点検の実施と予防保全型維持管理の実施等

により、８０年程度の使用を目指します。 

⚫ 長寿命化改修を計画的に実施し、施設機能の継続発揮を目指します。 

３）維持管理費の最適化 

⚫ 指定管理者制度を適切に運用し、引き続き、施設管理への民間活力の活用を図ります。 

⚫ 省エネルギー設備機器の導入やＬＥＤ照明の設置等により、カーボンニュートラルを推進

します。 

⚫ 設計の段階から熱波対策等も踏まえたライフサイクルコストの縮減やメンテナンスのしや

すさを考慮し、施設の建築、改修、建替えを実施します。 

４）安全の確保 

⚫ 老朽化により安全性および居住環境に問題がある建物は、入居停止等の措置を講じ、廃

止、改修等、今後の対応を速やかに決定します。 

⚫ 供用を廃止した施設は速やかに除却等を行い、倒壊や防犯上の危険を防ぎます。 
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 公舎・職員住宅  

住宅・通勤事情が大幅に改善された今日においても、自宅からの通勤が困難な者は少なくな

く、また、警察本部では、職員が所属する警察署管内に居住を制限している場合もあるため、公

舎・職員住宅（以下「公舎等」という。）を保有する意義はあると考えますが、一部において空き

室が発生していることから、現在の戸数を確保し続ける必要はなく、公舎等の適正な規模と配置

を検討する必要があります。 

１）施設保有量の適正化と有効活用 

⚫ １０年後（令和１７年度）における延床面積は、原則として、令和６年度末時点の延床面積

を上限とし、それ以下となるよう抑制することを基本とします。 

⚫ 建物の健全度、入居の実態等を踏まえ、公舎等の存廃等について検討を行い、必要戸数

の適正化を図ります。 

⚫ 公舎等を管理する部局にとらわれない共同利用を継続して実施するとともに、職員以外

の者への貸付等、空き部屋の有効活用を図ります。 

⚫ 施設の建築・建替えにあたっては、民間や国、市町も含めた既存施設の有効活用を図る

とともに、PPP/PFI 等による効率的な施設整備を検討します。 

⚫ 施設利用料の改定により、歳入の確保に努めます。 

２）長寿命化対策の推進 

⚫ 建物性能が良好なものについては、適切な点検の実施と予防保全型維持管理の実施、

長寿命化仕様設備への更新等により、８０年程度の使用を目指します。 

⚫ 長寿命化改修を計画的に実施し、施設機能の継続発揮を目指します。 

３）維持管理費の最適化 

⚫ 省エネルギー設備機器の導入やＬＥＤ照明の設置等により、カーボンニュートラルを推進

します。 

⚫ 設計の段階から熱波対策等も踏まえたライフサイクルコストの縮減やメンテナンスのしや

すさを考慮し、施設の建築、改修、建替えを実施します。 

４）安全の確保 

⚫ 老朽化により安全性および居住環境に問題がある建物は、入居停止等の措置を講じ、廃

止、改修等、今後の対応を速やかに決定します。 

⚫ 耐震性が確保されていない建物は、耐震改修の実施または除却を検討します。 

⚫ 供用を廃止した施設は速やかに除却等を行い、倒壊や防犯上の危険を防ぎます。 

５）ユニバーサルデザイン化の推進 

⚫ 施設の改修においては、誰もが安全に安心して利用できるよう、ユニバーサルデザインの

視点を取り入れた施設整備に努めます。 
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 病 院  

１）施設保有量の適正化と有効活用 

⚫ １０年後（令和１７年度）における延床面積は、原則として、令和６年度末時点の延床面積

を上限とし、それ以下となるよう抑制することを基本とします。 

⚫ 施設の建築・建替えにあたっては、民間や国、市町も含めた既存施設の有効活用を図る

とともに、PPP/PFI 等による効率的な施設整備を検討します。 

⚫ 県立病院附属の立体駐車場の管理・運営については、ＰＦＩ契約が令和１１年３月３１日に

終了するため、業務委託契約等への見直しを検討します。 

⚫ 施設利用料の見直しやネーミングライツ、広告掲出により、歳入の確保に努めます。 

２）長寿命化対策の推進 

⚫ 定期的な巡回や専門業者による保守点検、建築基準法に基づく定期点検等を継続し、

病院機能や建物の健全度の維持確保に努めます。 

⚫ 予防保全型維持管理や長寿命化仕様設備への更新等を行い、施設および設備の長寿

命化を目指します。 

⚫ 設備等の計画的な更新を行い、機能の一時停止を防止します。 

３）維持管理費の最適化 

⚫ 省エネルギー設備機器の導入やＬＥＤ照明の設置等により、カーボンニュートラルを推進

します。 

⚫ 設計の段階から熱波対策等も踏まえたライフサイクルコストの縮減やメンテナンスのしや

すさを考慮し、施設の建築、改修、建替えを実施します。 

４）安全の確保 

⚫ 災害拠点病院としての役割を果たせるように、施設および設備の適切な保全を行います。 

⚫ 供用を廃止し、利活用の予定がない施設は、速やかに除却等を行い、倒壊による事故や

防犯上の危険を未然に防ぎます。 

５）ユニバーサルデザイン化の推進 

⚫ 施設の改修においては、誰もが安全に安心して利用できるよう、ユニバーサルデザインの

視点を取り入れた施設整備に努めます。 
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 大 学  

既存施設の維持管理等を適切に実施すると共に、省エネルギーの考え等を取入れたライフサ

イクルコストの縮減と平準化等効果的・効率的に施設の長寿命化を図り、施設の健全性および

安全性の確保に努めます。 

１）施設保有量の適正化と有効活用 

⚫ 必要性、規模等について評価・検証を行い、保有量の適正化を目指します。 

⚫ 施設の建築・建替えにあたっては、民間や国、市町も含めた既存施設の有効活用を図る

とともに、PPP/PFI 等による効率的な施設整備を検討します。 

⚫ ネーミングライツや広告掲出、施設利用料の改定により、歳入の確保に努めます。 

２）長寿命化対策の推進 

⚫ 長寿命化を図り、建替え時期の延伸、経費の平準化を行います。 

⚫ 建物性能が良好な施設については、適切な点検の実施と予防保全型維持管理の実施、

長寿命化仕様設備への更新等を行い、８０年程度の使用を目指します。 

⚫ 長寿命化改修を計画的に実施し、施設機能の継続発揮を目指します。 

３）維持管理費の最適化 

⚫ 省エネルギー設備機器の導入やＬＥＤ照明の設置等により、カーボンニュートラルを推進

します。 

⚫ 設計の段階から熱波対策等も踏まえたライフサイクルコストの縮減やメンテナンスのしや

すさを考慮し、施設の建築、改修、建替えを実施します。 

４）安全の確保 

⚫ 老朽化により安全性に問題がある施設は、利用停止等の措置を講じます。 

⚫ 供用を廃止し、利活用の予定がない施設は、速やかに除却等を行い、倒壊による事故や

防犯上の危険を未然に防ぎます。 

５）ユニバーサルデザイン化の推進 

⚫ 施設の改修においては、誰もが安全に安心して利用できるよう、ユニバーサルデザインの

視点を取り入れた施設整備に努めます。  
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（２）インフラ施設 

① 全体的な考え方 

（方針）メンテナンスサイクルの維持と施設管理の高度化・ＤＸの推進 

老朽化に起因する災害・事故を未然に防止し、必要とされる機能を確実に発揮し続けるため

には、点検・診断、修繕・更新等のメンテナンスサイクルを構築することが重要です。 

継続的かつ定期的な点検・診断、これに基づく計画的かつ効果的な修繕・更新等を実施し、

これらの履歴を次回の点検等に活用することにより、適正な管理を行います。 

（ⅰ）施設ごとの長寿命化計画の見直し 

現在の策定状況は下表のとおりであり、今後も、点検や修繕の履歴、新たな技術的知見を反

映させる等してより実効性のある計画への見直しを進めます。 

 

  

インフラ施設に関する長寿命化計画策定状況

計画名称 策定年度 計画期間 計画の概要

橋梁
福井県橋梁長寿命化

修繕計画

H23

R6改訂
R7～R56

トンネル
福井県トンネル

長寿命化修繕計画

H30

R6改訂
R7～R56

シェッド
福井県シェッド

長寿命化修繕計画

H30

R6改訂
R7～R56

舗装 舗装個別施設計画
H29

R6改訂
R7～R56

大型

カルバート

福井県大型カルバート

長寿命化修繕計画

H30

R6改訂
R7～R56

門型標識
福井県門型標識

長寿命化修繕計画

H30

R6改訂
R7～R56

横断歩道橋
福井県横断歩道橋

長寿命化修繕計画

H30

R6改訂
R7～R56

排水機場

福井県排水機場

長寿命化計画

(排水機場ごと)

H22 H22～R52

設備の点検・整備等を適切に行い、予防保全による長寿

命化（耐用年数40年→60年）を図ることにより、事業費

の大規模化・高コスト化を回避し、ライフサイクルコストを

縮減

河川管理施設

福井県河川管理施設

長寿命化計画

(土木事務所ごと)

H29 H30～R49

施設の点検・整備等を適切に行い、予防保全による長寿

命化を図ることにより、事業費の大規模化・高コスト化を

回避し、ライフサイクルコストを縮減

ダム長寿命化計画

(8ダムごと)
H29～R2

R1～R50

R3～R52

点検・修繕等の維持管理を適切に行うことで施設や設

備の機能を維持しながら、適切な時期に施設・設備の更

新を実施することでライフサイクルコストを縮減

福井県砂防関係施設

長寿命化計画

H30

R7改訂
R8～R17

砂防設備について、長期にわたりその機能および性能を

維持・確保するために、維持、修繕、改築、更新を適切に

実施

福井県海岸長寿命化計画
（砂防海岸課所管）

H30 R1～R50

福井県海岸長寿命化計画
（港湾空港課所管）

H30 H30～R49

福井県港湾施設

維持管理計画書
H30 H30～R49

係留施設、防波堤、臨港道路について、劣化により損傷

が進行しやすいものから順次、長寿命化計画を策定

点検結果による損傷の度合い、施設の重要度等を考慮

し、優先順位をつけて計画的な修繕を実施

空港
福井空港

維持管理・更新計画書
H26 H27～R26

ヘリポート
若狭ヘリポート

維持管理・更新計画書
H26 H27～R26

福井県公園施設

長寿命化計画

H21～H25

H30改訂

R6改訂

R6～R15

【遊具、休憩施設、園路等】

利用者の安全に直結する施設を優先するなど重要度を

評価し、日常点検等で劣化や損傷を把握しながら老朽

化が著しいものから計画的に補修または更新を実施

【体育館等建築物】

予防保全を適切に行い、長寿命化対策を実施

対象

河川

施設

ダム施設

砂防関係施設

海岸保全施設

道路

施設

海岸保全施設の防護機能を可能な限り長期間維持でき

るよう、予防保全の考え方に基づいた適切な維持管理を

行う

空港

施設

都市公園施設

施設の重要度を評価し、対策の優先順位を設定

優先順位の高い施設から計画的に補修対策を実施し、

予防保全の考え方に基づいた適切な維持管理を図る

土

木

施

設

港湾施設

施設の長寿命化を図ることを目的とし、空港の特性等を

踏まえた空港土木施設の点検、経常維持、修繕、除雪及

び緊急対応の計画を定め、併せて、長期的視点に立った

更新計画を作成
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（ⅱ）継続的、定期的な点検・診断の実施 

施設を健全な状態で長く利用するためには、日常的な巡視・パトロールのほか、数年ごとの定

期的な点検・診断を着実に実施し、施設の状態を常に把握することが必要です。 

損傷や劣化の有無等施設の状態を把握することは、重大な事故や災害の発生を未然に防止

することにつながります。 

引き続き、国の基準やマニュアル等に基づく的確な点検・診断を実施し、修繕・更新等により

施設を適正に維持管理し、施設の機能や安全の確保に努めます。  

計画名称 策定年度 計画期間 計画の概要

用排水路

頭首工

用排水機場

ダム、ため池

福井県農道施設

長寿命化計画

H28～H30

R5改訂

R6～R65

R6～R45

農道施設（橋梁、トンネル）の機能診断調査・健全度評

価を踏まえ、施設ごとの長寿命化計画（個別施設計画）

を策定

予防保全的管理と計画的な補修等を実施し、ライフサイ

クルコストの縮減や経費の平準化を図る

福井県治山施設

個別施設計画

H30

R5改訂
R6～R10

治山施設ごとの対策優先度等を評価した保全計画を策

定

予防保全型維持管理の考え方のもと計画的な補修等を

実施し、ライフサイクルコストの縮減や経費の平準化を図

る

福井県治山施設

個別施設計画

H30

R5改訂
R6～R10

治山施設ごとの対策優先度等を評価した保全計画を策

定

予防保全型維持管理の考え方のもと計画的な補修等を

実施し、ライフサイクルコストの縮減や経費の平準化を図

る

福井県地すべり防止施設長寿

命化計画

H28～

H30

R5改訂

R6～R15

地すべり防止施設の機能診断調査・健全度評価を踏ま

え、区域ごとの長寿命化計画（個別施設計画）を策定

計画的な維持管理を行うことで施設の長寿命化を図る

福井県海岸保全施設

長寿命化計画

H28～H30

R5改訂
R6～R55

海岸保全施設の機能診断調査・健全度評価を踏まえ、

区域ごとの長寿命化計画を策定

予防保全的管理と計画的な補修等を実施し、ライフサイ

クルコストの縮減や経費の平準化を図る

福井県海岸保全施設

長寿命化計画

(水産庁所管)

H29

R5改訂
R6～R55

海岸保全施設ごとの具体的な対応方針を定める長寿命

化計画（個別施設計画）を策定

予防保全的な維持管理や計画的な修繕等を効果的に

実施し、利用者の安全・安心を確保するとともに、施設の

長寿命化を推進し、ライフサイクルコストの縮減や費用の

平準化を図る

福井県漁港施設

機能保全計画

H22

R5改訂
R6～R55

漁港施設ごとの具体的な対応方針を定める長寿命化計

画（個別施設計画）を策定

予防保全的な維持管理や計画的な修繕等を効果的に

実施し、利用者の安全・安心を確保するとともに、施設の

長寿命化を推進し、ライフサイクルコストの縮減や費用の

平準化を図る

福井県警察交通安全施設長寿

命化計画

R1

R7改訂
R8～R17

交通安全施設の計画的な維持管理、更新等を着実に推

進するため、長寿命化計画を策定

福井県石油コンビナート泡消

火剤貯蔵施設長寿命化計画
R2 R2～R31

泡消火剤貯蔵タンクの定期点検による経年劣化の診断

とあわせて、周期的な塗装処理を実施（予防保全的管

理と計画的補修）し、ライフサイクルコストの平準化を図

る

福井県公営企業経営戦略
H30

R7改訂
R8～R17

機器点検や機能診断、修繕などを適切な周期で実施し

て設備の長寿命化を図る

福井県九頭竜川流域下水道事

業ストックマネジメント計画

R2

R6改訂
R7～R11

事故等の未然防止、ライフサイクルコストの縮減を目的

に、下水道施設の健全度に関する点検・調査を行い、

「長寿命化計画」（令和３年度からは「ストックマネジメン

ト計画」）を策定し、予防保全的管理を行うとともに、計

画的な改築更新を実施

基幹的農業水利施設の機能診断調査・健全度評価を

踏まえ、施設ごとの機能保全計画を策定

予防保全的管理と計画的な補修等を実施し、ライフサイ

クルコストの縮減や経費の平準化を図る

農道施設

R6～R45

H17～H19

H24～R1

R5改訂

コンビナート施設

農業

水利

施設

福井県基幹的

農業水利施設

機能保全計画

地すべり

防止施設

治山施設

公

営

企

業

施

設

土木部所管施設

(九頭竜川流域下水道）

産業労働部所管施設
(上水､工水､臨海下水道､造成)

交通安全施設

海岸保全施設

漁港施設

農

林

漁

業

施

設

対象
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（ⅲ）適切な修繕・更新等の実施 

修繕・更新等の実施にあたっては、これまでの点検・診断結果や施設の重要度等から優先順

位を設定し、ライフサイクルコストの縮減や経費の平準化にも配慮しながら、優先度の高いもの

から順に対策を講じる等、効率的かつ効果的な実施に努めます。 

（ⅳ）事後保全から予防保全への移行 

厳しい財政状況下にあっても、長寿命化計画に基づき、適正な管理を実施し、施設の機能や

安全が確保できる水準を持続していくことが重要です。 

このため、施設の特性に応じて、事後保全から予防保全に移行し、中長期のライフサイクルコ

ストの縮減と経費の平準化を目指します。 

（ⅴ）新技術の活用 

国土交通省の新技術情報提供システム（NETIS）登録の技術のほか、福井県工業技術セン

ターや県内企業等が開発した技術を積極的に活用します。 

また、採用可能な新技術の情報を収集、整理、周知し、現場条件に応じた技術を選定するとと

もに、ドローンや AI 等を積極的に活用することにより、高度化、省力化、コスト縮減を目指します。 

（ⅵ）情報基盤の整備と活用 

各施設の計画、構造諸元や点検・診断、修繕・更新の履歴等について、法令等に基づき、台帳

として整備・保管してきましたが、これらの情報が不十分なものもあるため、適切な台帳整備に

努めます。 

併せて、効率的かつ効果的な施設管理が行えるよう電子化、システム化を推進するとともに、

地図情報との関連付けや修繕工事の図面データの保存等、データの利活用に向けた機能拡充

を検討します。 

（ⅶ）体制の構築 

国、県、市町が連携し、各施設管理者の技術力向上のための各種講習会を計画的に開催す

るとともに、多様な人材がチャレンジできる採用試験制度などにより技術職員を確保します。 

また、国との合同研修、市町とのシステム共同利用や職員交流に加え、包括的民間委託など

広域的・複数・多分野のインフラの効率的・効果的なマネジメントに向けた国、県、市町および民

間との連携を強化します。 

なお、県民の安全・安心を確保するためには、地域の守り手である建設産業の健全な発展を

促すことも必要であり、入札制度改革等を通じて地域に根差した優良な業者を育成します。 
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② 施設類型ごとの考え方 

○ 土木施設 

施設ごとに、点検結果を反映した長寿命化計画等の策定、見直しを行い、計画的な修繕・更

新等をはじめとする効率的・効果的な施設管理により、ライフサイクルコストの縮減、経費の平準

化を図ります。 

 道路施設  

【橋 梁】 

令和６年度に改訂した「福井県橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、橋梁の健全度や対外的

な影響等を考慮して重要度を評価し、供用廃止を行わないことを前提に、優先度が高い橋梁か

ら計画的な修繕対策を実施します。 

また、日常点検のほか「道路橋定期点検要領」に基づく５年に１回の定期点検（平成２６年度

から義務化）を実施し、点検結果を長寿命化修繕計画に反映させます。 

【トンネル】 

令和６年度に策定した「福井県トンネル長寿命化修繕計画」に基づき、トンネルの健全度や対

外的な影響等を考慮して重要度を評価し、供用廃止を行わないことを前提に、優先度が高いト

ンネルから計画的な修繕対策を実施します。 

また、日常点検のほか「道路トンネル定期点検要領」に基づく５年に１回の定期点検（平成２

６年度から義務化）を実施し、点検結果を長寿命化修繕計画に反映させます。 

【シェッド】 

令和６年度に改訂した「福井県シェッド長寿命化修繕計画」に基づき、シェッドの健全度や対

外的な影響等を考慮して重要度を評価し、供用廃止を行わないことを前提に、優先度が高いシ

ェッドから計画的な修繕対策を実施します。 

また、日常点検のほか「シェッド、大型カルバート等定期点検要領」に基づく５年に１回の定期

点検（平成２６年度から義務化）を実施し、点検結果を長寿命化修繕計画に反映させます。 

【舗装ほか】 

舗装については、日常点検等により、適時必要な修繕を実施し、適切な維持管理を進めます。 

また、「福井県舗装補修ガイドライン」を策定し、計画的な補修を行う等、より効果的・効率的

な維持管理に努め、ライフサイクルコストの縮減と経費の平準化を図ります。 

その他の道路施設においても、日常点検等により破損状況を早期に発見し、施設を常時良好

な状態に保つために必要な情報を得るとともに、施設の健全度や対外的な影響等を考慮して

計画的な補修を行います。 

 河川施設  

排水機場については、平成２２年度に策定した「福井県排水機場長寿命化計画」に基づき、

計画的な長寿命化対策を実施します。 

他の河川管理施設については、平成２９年度に策定した「福井県河川管理施設長寿命化計

画」に基づき、日常点検のほか詳細な調査による健全度評価を行うとともに、予防保全型の維

持管理および戦略的な修繕・更新を行います。 
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 ダム施設  

平成２９年度および令和２年度に策定した各「ダム長寿命化計画」に基づき、日常点検のほ

か詳細な調査による設備等の健全度評価を行うとともに、予防保全型の維持管理および戦略

的な修繕・更新を行います。 

 砂防関係施設  

令和７年度に改訂した「福井県砂防関係施設長寿命化計画」に基づき、日常点検のほか詳

細な調査による設備等の健全度評価を行うとともに、予防保全型の維持管理および戦略的な

修繕・更新を行います。 

 海岸保全施設  

［水管理・国土保全局所管］ 

平成３０年度に策定した「福井県海岸長寿命化計画」に基づき、日常点検のほか詳細な調査

による設備等の健全度評価を行うとともに、施設の適切な維持管理に取り組みます。 

［港湾局所管］ 

平成３０年度に策定した１５地区ごとの長寿命化計画に基づき、日常点検のほか詳細な調査

による設備等の健全度評価を行うとともに、施設の適切な維持管理に取り組みます。 

 港湾施設  

岸壁、物揚場等の係留施設、防波堤、橋梁、トンネル等の重要な施設について、平成２６年度

までに「維持管理計画」を策定、そのほかの施設においても平成３０年度までに維持管理計画

を策定しており、この計画書に基づく点検・診断を実施し、適切な維持管理を行うとともに修繕

経費の平準化を図ります。 

 空港施設  

「福井空港」および「若狭ヘリポート」については、平成２６年度に「維持管理・更新計画書」

を策定しており、この計画書に基づく点検・診断を実施し、適切な維持管理を進めるとともに修

繕経費の平準化を図ります。 

 都市公園施設  

国の「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」に基づく年１回以上の定期点検の

ほか、同指針、「プールの安全標準指針」および「公園施設の安全点検に係る指針」等を適用し

た日常的な点検・診断等の取組みを継続します。 

また、公園関係者を対象とする遊具点検の講習会を毎年開催する等、適切な活用に向けた

周知等を行い、適切な管理と安全確保に努めます。 

修繕・更新については、国の「公園施設長寿命化計画策定指針」や点検・診断の結果に基づ

き令和６年度に改訂した「福井県公園施設長寿命化計画」による取組みを継続します。 
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○ 農林漁業施設 

施設ごとに長寿命化計画（機能保全計画）の策定、見直しを行い、これに基づく日常点検や

適時適切な補修、更新等を実施し、ライフサイクルコストの縮減や経費の平準化を図ります。 

 農業水利施設  

平成１７年度から、対象施設や事業の進め方を示した「福井県基幹的農業水利施設の機能

保全に関する実施方針」により長寿命化対策を実施しており、引き続き、国（農村振興局）が示

す「インフラ長寿命化計画（行動計画）」および「農業水利施設の機能保全の手引き」に基づき、

施設の点検・診断、健全度評価を実施し、機能保全計画を策定しています。 

また、施設の評価結果に基づき、定期的に施設の再点検・再診断による機能保全計画の見

直しを行い、施設管理者（土地改良区等）と調整の上、点検や補修・修繕等を実施します。 

 農道施設  

国（農村振興局）が示す「インフラ長寿命化計画」および「農道保全対策の手引き（案）」に

基づき、施設の点検・診断、健全度評価を実施し、長寿命化計画を策定しています。 

なお、点検や補修等については、施設管理者（市町）と調整の上、実施します。 

 治山施設  

国（林野庁）が示す「インフラ長寿命化計画」等に沿って策定した長寿命化計画に基づき、施

設の点検・診断、健全度評価、計画的な対策を実施して、適切な維持管理に取り組みます。 

 地すべり防止施設  

国（林野庁・農村振興局）が示す「インフラ長寿命化計画」および「地すべり防止施設の機能

保全の手引き」に沿って策定した長寿命化計画に基づき、施設の点検・診断、健全度評価、計

画的な対策を実施して、適切な維持管理に取り組みます。 

 海岸保全施設  

国の「海岸保全施設維持管理マニュアル」等に沿って策定した長寿命化計画に従い、日常点

検を実施するとともに、全海岸保全施設の点検結果による健全度評価を基に、適切な維持管理

に取り組みます。 

 漁港施設  

県が管理する７漁港の主要施設については、平成２１年度から２２年度に、国（水産庁）の「機

能保全計画策定の手引き」に基づき、施設の点検・診断、健全度評価を実施し、機能保全計画

を策定しています。 

今後、自然環境等の変化に合わせ、適宜、施設の再点検・再診断による機能保全計画の見

直しを行います。 
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○ 交通安全施設 

令和元年度に策定した「福井県警察交通安全施設長寿命化計画」に基づき、各施設につい

て実効性のある点検・診断を実施し、経費の平準化を図りつつ補修、更新、撤去等の必要な措

置を講じるとともに、交通状況の変化により需要が低下した信号機を見直す等施設数の増加抑

制を図り、適切な維持管理を推進します。 

○ コンビナート施設 

特別防災区域における消防施設として泡消火剤貯蔵タンクを設置していますが、同タンクは

海浜地域に位置することから、法定耐用年数の到来前であっても錆等の塩害が発生しやすい

状況にあります。 

今後は、策定した長寿命化計画に基づき、定期点検と早期の補修を実施することで、ライフサ

イクルコストの縮減と経費の平準化を推進します。 

○ 公営企業施設 

 水道施設  

現在、運転マニュアル、保全管理マニュアル、維持管理指針等により、計画的に、施設・設備

の状況把握や劣化進行等を確認し、運転状況、点検調査および故障対応等のデータを蓄積・

保管しています。 

また、施設・設備の状態や点検結果および稼働時間等を踏まえ、一定の機能や健全度が維

持できるよう計画的に維持修繕を実施するとともに、老朽度および重要度・優先度（給水や処

理への影響、復旧期間、二次被害等）等に応じて、計画的な更新を実施しています。 

今後も、点検等による状況確認を確実に実施し、計画的な修繕・更新、施設の耐震化等を通

して、施設機能の継続確保に努めるとともに、長寿命化計画の策定を進め、メンテナンスサイク

ルの更なる充実とライフサイクルコストの縮減、経費の平準化に努めます。 

 公園施設  

テクノポート福井総合公園は、現在、指定管理者による管理が行われており、指定管理者にお

いて、施設・設備の状況把握や劣化進行等の確認を継続して行っていますが、県においても定

期的なモニタリングを通じ、施設の状況を確認し、適切な管理と安全確保に努めています。 

引き続き、点検調査、維持修繕を適切に実施するとともに、効率的・効果的な運用、予防保全

的修繕・更新を実施し、経費の平準化に努めます。 

 九頭竜川流域下水道施設  

これまで、平成２３年度に策定した処理場・ポンプ場の「長寿命化計画」等を基に予防保全的

な管理を行ってきており、令和３年度からは「ストックマネジメント計画」として計画的な修繕・更

新を進め、事故の未然防止とライフサイクルコストの低減を図ります。 

また、国の「下水道維持管理指針」に基づき、点検・調査等の適切な維持管理を行い、点検

結果等を「ストックマネジメント計画」に反映させます。 
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Ⅳ 総合的かつ計画的な管理を実現するための体制 

これまで、公共施設等の管理は、施設ごと、あるいは施設を所管する所属や部局ごとに行われ

てきたため、公共施設等に関する情報を全庁的に集約・共有する機会はあまりなく、管理に関す

る考え方も施設ごとに異なっていました。 

今後、限られた財源の中で、維持管理・更新等を着実に推進していくためには、公共施設等

に関する情報を共有し、総合的かつ計画的な管理を行うことが必要です。 

１ 全庁的な推進体制の整備 

本計画は、本県が保有する全ての公共施設等を対象としており、これらの今後の管理につい

ては、本計画が示す基本的な方針に基づき、各施設管理者に適切な管理の実施を促し、計画の

実効性を確保していくことが必要です。 

このため、知事部局、教育庁、警察本部が連携して、計画の進行管理や部局間の調整等を行

う「公共施設等総合管理推進会議」を設置し、全庁横断的な体制で計画の着実な推進を図る

とともに、社会情勢の変化や本計画の進捗状況により計画内容の修正が必要となった場合に

は、適宜見直しを行い、実効性のある計画となるように努めます。 

なお、本計画は令和７年度に改訂を行ったため、次回の改訂は計画の終期である令和１７年

度を予定していますが、必要と判断される場合は、時期の前倒しを検討します。 

２ 地方公会計の活用 

現在、県では、他都道府県との比較可能な指標をもって分かりやすく情報を開示するため、平

成２８年度決算から統一的な基準に基づく財務書類を作成・公表しています。 

従来の公有財産台帳や決算額等に加え、地方公会計や固定資産台帳の作成によって新た

に得られることとなったデータや各種指標についても、公共施設等のマネジメントに活用します。 

３ 個別施設計画の策定および見直し 

本計画は、全ての施設を対象に、管理に関する基本的な方針を定めるものであり、個々の施

設を適切に管理していくため、種類、用途等に応じた具体的な管理に関する計画として、学校、

道路、河川等の施設類型ごとの管理に関する個別施設計画（長寿命化計画）の策定を進めて

きました。 

今後、社会情勢の変化や本計画の進捗状況により内容の修正が必要となった場合には、本

計画同様、個別施設計画についても適宜見直しを行い、互いに実効性のある計画となるように

努めます。 
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